
質疑回答書 

令和６年７月２６日 

地方独立行政法人京都市立病院機構 

 

「令和６年度京都市立病院に係る都市ガスの供給」の件に関して、入札公告記載の内容に関する質疑について、以下のとおり回答します。 

 

No. 

書類名 

（入札説明書/契

約書（案） 

/仕様書/その他） 

対象とする文章 質問 回答 

１ 

入札公告 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

入札書 

７入札手続き 

（３）入札予定価格 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

単価（税抜） 

「（～前文略）見積もった契約希望単価の

110 分の 100 に相当する金額（以下、「税抜単

価」という。当該金額は、0.01 円単位までで

切り上げとすること。）に契約年間使用量を乗

じたものの合計金額（以下「総価」という。）

を記載すること。」とありますが、弊社は税抜

単価×使用量で小数点以下を切り捨ててから

１．１倍し、その小数点以下を切り捨てて税

込金額とします。そこから１１０分の１００

に相当する金額を計算すると、端数分に若干

の差異がでます。 

入札書の単価（税抜）は税抜そのままの単

価を記載し、金額は税抜単価×各月使用量を

記載します。ご了承いただけますでしょうか。 

問題ありません。 



２ 

入札公告 ７入札手続き 

（４）イ 郵送の場

合 

入札書に添付する積算内訳表は、弊社様式

でよろしいでしょうか。 

また提出に際し、入札書と積算内訳表をス

テープラー等で綴じこみ、割印するなどのご

指示はあるでしょうか。 

 積算内訳表は貴社様式によるもので差し支

えありません。また、入札書と積算内訳表を

ステープラー等で綴じこみ、割印するなどの

指示はありません。 

※「７入札手続き」の「（４）ア 持参の

場合」についても同様です。 

３ 

入札公告 ７入札手続き 

（４）イ 郵送の場

合 

 

入札書を入れる封筒（内封筒）の封緘印は

入札書に押印した印と同様で、それを郵送す

る封筒（外封筒）の封緘印は「緘」印としま

すが、よろしいでしょうか。 

 入札書と積算内訳表を入れる封筒（長形３

号封筒）の封緘は、入札書に押印した印によ

る封緘も可とします。 

※「７入札手続き」の「（４）ア 持参の

場合」についても同様です。 

また、角２封筒の封緘印を「緘」印とするこ

とは問題ありません。 

４ 

入札公告 ７入札手続き 

（９）その他 

 イ 

落札後、弊社様式の契約書をご使用いただ

けるのでしょうか、もし、貴院の契約書（案）

があれば提示いただけるでしょうか。また、

提示いただいた場合、貴院の契約書（案）に

ついての質問期間の猶予をいただけるでしょ

うか。落札後、貴院の契約書（案）を基に協

議する場合、貴院の契約書（案）が弊社の供

給条件と相反する場合、契約を辞退する場合

がありますが、ご了承いただけるでしょうか。 

弊社様式の契約書、貴院の契約書（案）い

ずれをご使用される場合も契約書と、仕様書、

落札された事業者様の契約書を基に協議さ

せていただきたいと考えています。 

仕様書、供給条件、重要事項説明書を契約

書に合綴する予定です。 



弊社の供給条件、重要事項説明書を合綴いた

だけるでしょうか。 

５ 

仕様書 ６ガス料金単価調

整 

（２）単価調整を行

う場合は、入札時と

請求時の原料費料

金の算出資料を提

出するものとする。 

弊社は、2カ月に１回、「需給契約料金単価

について」という書面で、入札時の基準単位

料金と請求時の調整額を反映した単位料金を

お知らせします。ご了承いただけるでしょう

か。 

 仕様書「６ガス料金単価調整」の（１）、（２）

の趣旨に沿った適切な内容でしたら、「需給契

約料金単価について」の書面でのご提出で問

題ありません。 

６ 

仕様書 １０ガス料金の算

定 

ガス料金は、託送者

による１月（前回の

検針日から今回の

検針日までの期間

をいう）（後文略～） 

以下のような表現に変更いただけますでし

ょうか。 

 

 

ガス料金は、託送者による１月（前回の検針

日の翌日から今回の検針日までの期間をい

う） 

 「１０ガス料金の算定」について、質疑の

ありました記載部分を次の通りに変更しま

す。 

 

ガス料金は、託送者による１月（前回の検針

日の翌日から今回の検針日までの期間をい

う） 

７ 

仕様書 １３ガスの安定供

給 

（２）ガス供給会社

のガス供給設備に

故障が生じ、又は生

じるおそれがある

場合 

 

以下のような表現に変更いただけますでし

ょうか。 

 

・一般ガス導管会社の保安責任範囲の設備に

故障が生じ又は生じる恐れのある場合 

 

 

 

「１３ガスの安定供給」の（２）及び（３）

について、次の通りに変更します。 

 

（２）一般ガス導管事業者の保安責任範囲

の設備に故障が生じ、又は生じるおそれがあ

る場合 

 

 



 

（３）ガス供給会社

のガス供給設備の

修繕、変更その他の

工事上やむを得な

い場合 

 

・一般ガス導管会社の保安責任範囲の設備の

修繕、変更その他工事上やむを得ない場合 

（３）一般ガス導管事業者の保安責任範囲

の設備の修繕、変更その他の工事上やむを得

ない場合 


